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表４  主要な歳入科目決算の状況（一般会計） （単位：千円、％） 

比      較 構 成 比 

区 分 
平成15年度 

決 算 額Ａ 

平成14年度 

決 算 額Ｂ 
増  減 

Ａ－Ｂ 

伸び率 

(A-B)/B 
15年度 14年度 

地 方 消 費 税 清 算 金           32,839,691 29,610,488 3,229,203  10.9 4.5 3.8 

地 方 譲 与 税           3,541,423 2,732,661 808,762 29.6 0.5 0.3 

地 方 交 付 税           179,412,611 189,305,923 △9,893,312 △ 5.2 24.5 24.2 

普 通 交 付 税         177,045,319 186,680,671 △9,635,352 △ 5.2 24.2 23.8 
 
特 別 交 付 税         2,367,292 2,625,252 △257,960 △ 9.8 0.3 0.3 

国 庫 支 出 金           113,587,726 119,949,520 △6,361,794 △ 5.3 15.5 15.3 

国 庫 負 担 金         86,480,149 92,786,565 △6,306,416 △ 6.8 11.8 11.8 

国 庫 補 助 金         25,254,901 26,246,324 △991,423 △ 3.8 3.4 3.4  

委 託 金         1,852,677 916,631 936,046  102.1 0.3 0.1 

繰 入 金           8,624,271 24,467,521 △15,843,250 △ 64.8 1.2 3.1 

歳 入 合 計           732,609,264 783,052,221 △50,442,957 △ 6.4   

 （四捨五入のため合計に合わない場合があります。） 

 一口メモ     

●地方譲与税………………… 国が徴収する国税を一定の基準で地方公共団体に譲与するもので、都

道府県に譲与するものとしては地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び航

空機燃料譲与税があります。  

●地方交付税………………… 地方公共団体間の地域格差をなくし、一定の行政水準を確保できるよ

うにするため、各地方公共団体ごとに標準的な基準財政需要額と基準財

政収入額を算定し、財源不足額が生じる場合に国から交付されるもので、

その財源として国税のうち所得税、酒税の32％、法人税（Ｈ10；32％、

Ｈ11；32.5％、Ｈ12～；35.8％）、消費税の29.5％及びたばこ税の25％が

充てられています。  

●交通安全対策特別交付金…  地方公共団体の道路交通安全施設設置等のため、交通違反などの反則

金を財源に、交通事故件数と人口集中地区人口等を基準として国から交

付されるものです。  

●分担金及び負担金………… 県が行う事業で特に利益を受ける人から、その受益の限度において法

令などの規定に基づき徴収するものです。  

●使用料及び手数料………… 県の施設や行政サービスを利用する人から、それに要する経費の全部

又は一部を負担してもらうもので、県立高等学校授業料や各種許可証交

付手数料などがあります。  

●国庫支出金………………… 県が行う事務事業の経費の全部又は一部を国が支出するもので、その

性質によって次の三つに分けられます。  

    国庫負担金；義務教育や生活保護など、国と地方公共団体が共同責任をもって行わなければな

らない事業について国が全部又は一部の経費を負担するものです。  

    国庫補助金；国が費用の全部又は一部を負担して特定の事務や施設の設置を地方公共団体に対

して奨励、援助するものです。  

    国庫委託金；国会議員の選挙や国勢調査など、本来国の行うべき事務について、国が経費の全

部を負担して地方公共団体に事業を委託するものです。  














